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△ 建築価額表で土地・建物の対価区分

Q:譲渡所得の計算をする際、土地と建物
の取得価額の区分が不明な場合に、区分する

目安があるそうですが、何を目安にするので

しようか。

A:建設省の統計年報を基にして求めた

｢建物の標準的な建築価額」を基に建物の取

得価額を求めることができます。

【解説】

譲渡所得の計算上、建物の取得費は、その

取得価額から一定の方法で計算した償却費相

当額を控除して求めます。マンションなど建

物と土地を一括で取得した場合、購入時の契

約書などで建物と土地の取得価額を区分する

必要がありますが、これが困難な場合の便宜

的な方法として、建設省の統計年報による

｢建物の標準的な建築価額」を基に取得価額

を求めても差し支えないことが明らかになり

ました ◎

この標準的な建築価額表は、11年分の譲

渡所得申告の際の参考資料である「譲渡所得

のあらまし」に掲載されています。

なお 、 もともと土地建物の価額が区分され

ている場合はもちろん、消費税により建物の

価額を割り出せる時は、そちらの方法により

建物価額を算定することになります。

また、この標準的な建築価額は、あくまで

譲渡所得での建物の取得費の計算のみに使用

でき、例えば、不動産所得での減価償却費の

計算などには使えないこととされています。 にMIYO･工


